
鳥取方式の芝生化促進事業（私立保育所等の園庭芝生化事業）補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和 32 年鳥取県規則第 22 号。以下「規

則」という。）第４条の規定に基づき、鳥取方式の芝生化促進事業（私立保育所等の園

庭芝生化事業）補助金（以下「本補助金」という｡)の交付について、規則に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、次代を担う子ども達を健やかに育てる環境づくりを進めるため、私

立の保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業所及び届出保育施設（以下、「私

立保育所等」という。）の子ども達が日常的に使う場所（園庭）の芝生化（以下「園庭芝

生化」という。）を支援することにより、私立保育所等における鳥取方式の園庭芝生化

の取組を拡大することを目的として交付する。 

 

（補助金の交付） 

第３条  県は、前条の目的の達成に資するため、別表の第１欄に掲げる事業（以下「補助

事業」という。）を行う同表の第２欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交

付する。 

２ 本補助金の額は、園庭芝生化を実施する私立保育所等ごとに、補助事業に要する別表

の第３欄に掲げる経費（以下「補助対象経費」という。）の額(仕入控除税額（補助対象

経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和 63 年法律第

108 号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に

地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額

をいう。以下同じ。）を除く。）に、同表の第４欄に掲げる率（以下「補助率」という。）

を乗じて得た額と同表の第５欄に掲げる限度額のいずれか低い額とする。 

３ なお、鳥取県産業振興条例（平成 23 年鳥取県条例第 68 号）の趣旨を踏まえ、補助事

業の実施に当たっては、県内事業者への発注に努めなければならない。 

 

（交付申請の時期等） 

第４条 本補助金の交付申請は、地域社会振興部長が別に定める日までに行わなければな

らない。 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様

式第１号及び様式第２号によるものとする。 

３ 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかで

ないときは、前条第２項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に

補助率を乗じて得た額（以下「仕入控除税額を含む額」という。）の範囲内で交付申請

をすることができる。 

 

（交付決定の時期等） 

第５条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から 20 日以内に行うも

のとする。 

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。 

３ 知事は、前条第３項の規定による申請を受けたときは、第３条第２項の規定にかかわ



らず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合におい

ては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額（変

更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。）から当該仕入控除

税額に対応する額を減額するものとする。 

 

（承認を要しない変更） 

第６条 規則第 12 条第１項の知事が別に定める変更は、別表の第６欄に掲げるもの以外の

変更とする。 

２ 第５条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 

 

（実績報告の時期等） 

第７条 規則第 17 条第１項の規定による報告（以下「実績報告」という。）は、次に掲げ

る日までに行わなければならない。 

（１）規則第 17 条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完了又は中止

若しくは廃止の日から 30 日を経過する日 

（２）規則第 17 条第１項第３号の場合にあっては、補助事業等の完了予定年月日の属す

る年度の翌年度の４月 30 日 

２ 規則第 17 条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類

は、それぞれ様式第１号及び様式第２号によるものとする。 

３ 本補助金の交付を受ける者（以下「補助事業者」という。）は、実績報告に当たり、 

その時点で明らかになっている仕入控除税額（以下「実績報告控除税額」という。）が

交付決定額に係る仕入控除税額（以下「交付決定控除税額」という。）を超える場合は、

補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。 

４ 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、

その額が実績報告控除税額（交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当

該交付決定控除税額）を超えるときは、様式第４号により速やかに知事に報告し、知事

の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を県に返還しなければならない。 

 

（財産の処分制限） 

第８条 規則第 25 条第２項ただし書の期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令（昭

和 40 年大蔵省令第 15 号）に定める耐用年数に相当する期間（同令に定めのない財産に

ついては、知事が別に定める期間）とする。 

２ 規則第 25 条第２項第４号の知事が別に定める財産は、次のいずれかに該当するものと

する。 

（１）取得価格又は効用の増加価格が 50 万円以上の機械及び器具 

（２）その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして知事が別に

定めるもの 

３ 規則第 25 条第２項の承認は、申請より 30 日以内に行うものとする。 

 

（収益納付） 

第９条 補助事業者は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産を処分したことに

より収入があったときは、当該収入があったことを知った日から 20 日以内に、知事にそ

の旨を報告しなければならない。 



２ 前項の場合において、知事がその収入の全部又は一部に相当する額を県に納付するよ

う指示したときは、補助事業者は、これに従わなければならない。 

 

（ そ の 他 留 意 す べ き 事 項 ）  

第 10 条  補 助 事 業 者 は 、 事 業 の 実 施 に 当 た っ て は 地 域 社 会 振 興 部 長 が 別 に 定 め

る 専 門 機 関 の 技 術 指 導 を 受 け る も の と す る 。  

 

（雑則） 

第 11 条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、

地域社会振興部長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 22 年４月 21 日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 23 年７月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 24 年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 25 年３月 22 日から施行し、平成 25 年度事業から適用する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 26 年４月１日から施行し、平成 26 年度事業から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 27 年７月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 29 年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 31 年３月 12 日から施行し、平成 31 年度事業から適用する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和元年７月５日から施行する。 

 

   附 則 

この要綱は、令和５年７月２８日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、令和７年３月２４日から施行する。 



別表（第３条、第６条関係） 

１ 

補助事業 

２ 

事業実施主体 

３ 

補助対象経費 

４ 

補助率 

５ 

限度額 

６ 

重要な変更 

鳥取方式の芝生化促進事

業（私立保育所等の園庭

芝生化事業） 

（１）園庭の概ね全面芝生化を行

う私立保育所等の設置者で、

事業実施の次年度以降の芝生

の維持に必要な費用の継続的

な確保が見込まれる者 

（２）私立保育所等の園庭の概ね

全面芝生化を行う実行委員会

（保護者会、自治会、園等で

構成（ただし、当該施設の設

置者等の責任において事業実

施の次年度以降の芝生の維持

に必要な費用の継続的な確保

が見込まれる場合に限る）） 

（１）芝生（ポット苗、ロール芝、種子）

及び肥料、燃料等の芝生造成のため

に要する経費 

（２）芝生の維持管理のために必要な物

品の購入に要する経費（芝刈り機等） 

（３）敷地の整地費（表面勾配を設ける

等の小規模なものに限る）及び埋設

式スプリンクラーの設置（関連設備

を含む）に要する経費 

（４）専門家による技術指導に要する経

費 

（５）工事請負費及び委託費（県内事業

者が実施したものに限る。ただし、

やむを得ない事情で県内事業者への

発注が困難と県が認めた場合につい

ては、この限りではない） 

（６）その他、地域社会振興部長が必要

と認める経費 

10/10 ２，０００千

円 

（１）本補助金の

増額を伴う

変更 

（２）本補助金の

２割を超え

る減額を伴

う変更 

（３）交付目的に

特に影響を

及ぼすと認

められる内

容の変更 

※「私立保育所等の定義」について 

 社会福祉法人や学校法人、民間企業などが運営する保育施設であり、認可基準を満たした「保育所」「認定こども園」「幼稚園」「地域型保育事業所」と、

認可を受けていない保育施設のうち県への届出をしている施設「届出保育施設」を意味する。



様式第１号（第４条、第７条関係） 

            設置者または実行委員会名          

 

  年度鳥取方式の芝生化促進事業（私立保育所等の園庭芝生化事業） 

計画（報告）書 

実施対象施設 
施設名  

所在地  

芝生化面積 

（園庭総面積） 

              ㎡ 

（   ㎡） 

園児数 

（うち３歳以上園児数） 

                     人 

（     人） 

補助対象経費 

            

（内訳） 

事業実施期間   年  月  日 ～   年  月  日 

維持管理の方法  

他の補助金の活用の有無  

その他参考となる事項  

※ 園庭芝生化を行う私立保育所等ごとにこの様式を作成すること。 

 ※ 園児数は申請・報告時点の数を記載すること。 

※ 補助対象経費の内訳欄には、支出（予定）について品名及び数量、金額を記載すること。 

 ※ 実行委員会（保護者会、自治会、園等で構成）が実施主体となる場合は、組織図を添付する 

こと。 

※ 実施事業のうち、対象経費が工事請負費または委託費の場合で、県内事業者への発注が困難 

である場合は、その理由を記載してください。 

※ 当補助金以外に活用を予定する（活用した）補助金があれば、その名称及び助成元の団体名

を明記してください。 

※ 消費税の取り扱い（一般課税事業者・簡易課税事業者・免税事業者） 

 

【添付書類】 

（計画書） 

・園庭芝生化対象施設の分かる周辺地図 

（園庭の芝生化される部分が分かるようにすること） 

      ・事業実施の次年度以降における芝生の維持に必要な費用の確保に関する確約書 

   （報告書） 

・芝生化実施後の写真、経費内訳の分かる資料（納品書、契約書、領収書等の写し） 



様式第２号（第４条、第７条関係） 

 

        設置者または実行委員会名        

 

    年度 鳥取方式の芝生化促進事業（私立保育所等の園庭芝生化事業） 

収支予算書（決算書） 

 

 １ 収 入 

                             （単位：円） 

本年度予算額（決算額） 

備考 

県補助金 自己財源 その他 計 

     

   

２ 支 出 

 

本年度予算額 

（決算額） 

うち補助対象 

となる経費 
算出基礎 

   

  

※ この様式は設置者または実行委員会単位で記入すること。 

※ 備考及び算出基礎には、私立保育所等ごとの内訳及び合計額が分かるように記入すること。

（施設ごとの明細は様式第１号に記入すること） 



様式第３号(第５条関係) 

番         号 

       年  月  日 

 様 

 

   職氏名           印 

  

 

    年度鳥取方式の芝生化促進事業（私立保育所等の園庭芝生化事業） 

補助金交付決定通知書 

 

   年  月  日付けの申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった鳥取方式の芝生

化促進事業（私立保育所等の園庭芝生化事業）補助金（以下「本補助金」という。）については、

鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年４月鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第

１項の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定したので、規則第８条第１項の規定によ

り通知します。 

 

記 

 

１ 補助事業 

   本補助金の補助事業の内容は・・・・・・・・・・・・とする。 

 

２ 交付決定額等 

   本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、補助事業の内容が

変更された場合におけるそれらの額については、別に通知するところによる。 

（１）算  定  基  準  額   金              円 

（２）交 付 決 定 額   金              円 

 

３ 経費の配分 

   本補助金の補助対象経費の配分及びその配分された経費に対応する交付決定額は、 

・・・とする。ただし、補助事業の内容が変更された場合においては、別に通知するところ

による。 

 

４ 交付額の決定 

   本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額について、鳥取方式の芝生化促進事業（私

立保育所等の園庭芝生化事業）補助金交付要綱（令和７年３月２４日付第 2024003200949号

鳥取県地域社会振興部長通知。以下「要綱」という。）第３条第２項及び第５条第３項の規

定を適用して算出した額と、前記２の（２）の交付決定額のいずれか低い額により行う。 

 

５ 補助規程の遵守 

本補助金の収受及び使用、対象事業の遂行等に当たっては、規則、要綱の規定に従わなけ

ればならない。 

 

 

 

 



様式第４号（第７条関係） 

年   月   日 

 鳥取県知事     氏名    様 

 

申請者 住所             

  氏名          印  

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

 

   年度鳥取方式の芝生化促進事業（私立保育所等の園庭芝生化事業） 

仕入控除税額確定報告書 

 

 鳥取方式の芝生化促進事業（私立保育所等の園庭芝生化事業）補助金交付要綱第７条第４項の

規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 補助金の確定額及び補助対象経費の額 

 （１）補助金の確定額      金          円 

 （２）補助対象経費の額     金          円 

    （    年  月  日付第・・・・・号による通知額） 

  

 

２  実績報告控除税額 

  （交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、交付決定控除税額） 

                 金          円 

 

３  消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入控除税額 

                 金          円 

 

４  補助金返還相当額（３－２＞０の場合） 

 

          １の（１） 

（３－２）×         金     円 

        １の（２） 

  （注）別紙として積算の内訳を添付すること。 


